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登録教習機関の登録事項変更の掲示について 

 

 

 下記の機関について、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号。以下「法」と

いう。）第７７条第３項において準用する法第４７条の２の規定による法第４６条

第４項第２号の事項の変更の届出があったので、法第１１２条の２第２項第２号及

び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録並びに指定に関する省令（昭和

４７年労働省令第４４号）第２５条の３第２項の規定に基づき、下記のとおり掲示

する。 

 

 

記 

 

 

登録教習機関の代表者の職氏名 

      変更前 代表者 林 弘一郎 

    変更後 代表者 福冨 賢一 

     

登録教習機関の名称 

    山口県立東部高等産業技術学校 

 

登録教習機関の住所 

    山口県周南市瀬戸見町１５－１ 

 

変更する年月日 

    令和８年４月１日 

 

 

 

  令和８年４月 15日 

 

 

                      山 口 労 働 局 長 

 

 

 

 

 

 


